
令和５年度公益財団法人日本パラスポーツ協会公認 

初級パラスポーツ指導員養成講習会 実施要項 

１． 目 的 

障がい者のスポーツの普及を図り、鳥取県における障がい者のスポーツ振興を目指し、障がいの種別および 

程度などに応じたスポーツの指導体制を確立することを目的に初級パラスポーツ指導員養成講習会を開催 

します。 

 

２．主 催 

(一社)鳥取県障がい者スポーツ協会 

 

３．後 援 

鳥取県 鳥取県教育委員会 (社福)鳥取県社会福祉協議会  (社福)鳥取県身体障害者福祉協会  

(公財)鳥取県スポーツ協会 鳥取県精神保健福祉協会 (一社)鳥取県手をつなぐ育成会 

(公財)日本パラスポーツ協会     

 

４．日時・研修内容   

   令和５年１０月７日（土）～令和５年１０月９日（月・祝） 計３日間 

研修内容の詳細については「令和５年度初級パラスポーツ指導員養成講習会日程表」をご参照ください。 

 

５．会 場   

    米子サン・アビリティーズ（米子市皆生新田３丁目１６番２０号） 

    ※申し込み状況により会場を変更する場合があります。 

 

６．受講対象者 

鳥取県内に在学、在勤、在住する令和５年４月１日現在、１８歳以上の者でパラスポーツに理解があり、 

資格取得後は鳥取県内のパラスポーツ活動に協力できる方を対象とします。 

 

７．定 員 

 ３０名 （※先着順） 

 

８．受 講 料 

５，０００円（テキスト、保険料含む） 

※受講決定後、期日までに指定金融機関へお振込みください。 

 

９．申込方法 

 別紙の申込用紙に必要事項を記入の上、郵便、ＦＡＸ、メールのいずれかにて申し込むこととし、 

    メールでの申し込みの場合、題名に「初級パラスポーツ指導員養成講習会」と記載してください。 

募集期間  令和 ５ 年 ８ 月 １ 日 ( 火 ) ～ 令和 ５ 年 ９ 月 １３ 日 ( 水 ) 必着 

※受講の可否については、９月２５日（ 月 ）までに通知します。 

  

１０．資格登録について 

（１）公認初級パラスポーツ指導員の資格登録希望者は、講習会終了後２週間以内に登録に関する費用を 

   指定金融機関へお振込みください。 

初回登録費用 ９，３００円（申請・認定料５，５００円、年会費３，８００円） 

（２）初年度登録は、資格認定日から令和６年３月３１日までの登録となります。 

（３）全てのカリキュラムを履修した方に限り資格を発行します。 

 

１２．そ の 他 

（１）受講料お振込後の返金はいたしません。 

（２）天変地異や伝染病等の流行、官公庁の指示等により、講習内容の一部変更及び中止のために生じた 

受講者の損害について、主催者ではその責任を負いかねます。 

 

 

 



 

（３）次の資格を保有している方は、初級パラスポーツ指導員資格を取得せずに中級取得の方法があります。 

       ａ）（公財）日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格保有者で、 

初期登録から3年以上の指導経験を有している者。（ただし、スポーツリーダーは除く） 

       ｂ）（公財）日本理学療法士協会に登録されている理学療法士資格保有者 

       ｃ）保健体育教員免許保有者 

       ※詳しくは（公財）日本パラスポーツ協会ホームページをご覧ください。 

 

１３．申込み・問い合わせ先 

 鳥取ユニバーサルスポーツセンターノバリア （担当：景山、下雅意） 

 〒６８０―０９４４ 鳥取県鳥取市布勢１４６－１ 鳥取県立布勢総合運動公園内 

 電話（０８５７）５０－１０９１ ＦＡＸ（０８５７）５０－１０９２ 

Ｅ－ｍａｉｌ tottori-novaria@ts-sawayaka.jp   ホームページ https://ts-sawayaka.jp 
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